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１５ 教員経験を基にした隣接校種の免許状の取得方法（別表第８） 

   小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員経験と単位の修得を基に、隣接校種の免許状を取得 

  する方法です。なお、平成２８年４月１日の施行規則の改正により、第３欄の最低在職年数に加算 

  される経験年数の内容によっては、第４欄の必要単位数が軽減されることになりました。 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

  所要資格 

 

 

受けよ 

うとする 

免許状の種類 

有することを必要と

する学校の免許状 

第２欄に定める各免許状を取得した後、当

該免許状又は第１欄に定める免許状に係

る学校等における教諭等（＊）として良好

な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任

者の証明を有することを必要とする最低

在職年数 

第２欄に定める各

免許状を取得した

後、大学において

修得することを必

要とする単位数 

小学校教諭 

２種免許状 

幼稚園教諭 

普通免許状 
３年 １３ 

中学校教諭 

普通免許状 
３年 １２ 

中学校教諭 

２種免許状 

小学校教諭 

普通免許状 
３年 １４ 

高等学校教諭 

普通免許状 
３年 ９ 

高等学校教諭 

１種免許状 

中学校教諭 

普通免許状 

（２種免許状を除く。） 

３年 １２ 

幼稚園教諭 

２種免許状 

小学校教諭 

普通免許状 
３年 ６ 

※ 第４欄に定める修得単位の内訳は、次頁以降に記載されています。 

※ 第４欄に定める単位は、第２欄に定める免許状取得後、修得してください。 

※ 中学校教諭免許状（２種免許状を除く。）を有する者が、高等学校教諭１種免許状の授与を受けよう 

 とする場合又は高等学校教諭免許状を有する者が、中学校教諭２種免許状の授与を受けようとする場 

 合の教科は、同一であることが必要です。ただし、「中学校の社会と高等学校の地理歴史又は公民」、 

 「中学校の技術と高等学校の工業又は情報」も可能です。（施行規則第１８条の３） 

＊ 主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。）、指導教諭、 主幹保育教諭、 

 指導保育教諭又は講師を指します。 
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（１）小学校教諭２種免許状を取得する場合の単位修得方法  

所有免許状 幼稚園教諭普通免許状 中学校教諭普通免許状 

在職年数 ３年 ３年 

総単位数 １３ １２ 

修
得
科
目
の
内
訳 

教
科
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目 

○教科及び教科の指導法に関する科目 

・各教科の指導法（情報通信技術の活用を含

む。）  １０単位 

 国語（書写を含む。）・社会・算数・理科・音楽・ 

 図画工作・家庭・体育・外国語のうち５以上の教科 

 の指導法について、それぞれ２単位以上（※生活の 

 指導法は使用できません。） 

 

○道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び

生徒指導、教育相談等に関する科目 

・道徳の理論及び指導法 １単位 

・生徒指導の理論及び方法、教育相談（カウ

ンセリングに関する基礎的な知識を含む。）

の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育

の理論及び方法 

  ２単位（全ての事項を含む。） 

○教科及び教科の指導法に関する科目 

・各教科の指導法（情報通信技術の活用を含

む。） １０単位 

 国語（書写を含む。）・社会・算数・理科・生活・音楽・ 

 図画工作・家庭・体育・外国語のうち５以上の教科の 

 指導法について、それぞれ２単位以上（※所有免許状 

 相当教科の指導法は使用できません。） 

 

○道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び

生徒指導、教育相談等に関する科目 

・生徒指導の理論及び方法、教育相談（カウ

ンセリングに関する基礎的な知識を含む。）

の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育

の理論及び方法 

  ２単位（全ての事項を含む。） 

 

 

（２）幼稚園教諭２種免許状を取得する場合の単位修得方法 

所有免許状 小学校教諭普通免許状 

在職年数 ３年 

総単位数 ６ 

修
得
科
目
の
内
訳 

教
科
及
び
教
職
に 

関
す
る
科
目 

領域および保育内容の指導法に関する科目 

・保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。） ６単位 
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（３）中学校教諭２種免許状を取得する場合の単位修得方法 

所有免許状 小学校教諭普通免許状 高等学校教諭普通免許状 

在職年数 ３年 ３年 

総単位数 １４ ９ 

修
得
科
目
の
内
訳 

教
科
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目 

○教科及び教科の指導法に関する科目 

・教科に関する専門的事項 

  １０単位（受けようとする免許教科ご

とに、「１８ 教科に関する専門的事項の修得

内容」に掲げる当該教科の全ての科目にわた

って修得） 

・各教科の指導法（情報通信技術の活用

を含む。） 

  ２単位（受けようとする免許教科ごとに

修得） 

 

○道徳、総合的な学習の時間等の指導法

及び生徒指導、教育相談等に関する科目 

・生徒指導の理論及び方法、教育相談（カ

ウンセリングに関する基礎的な知識を

含む。）の理論及び方法、進路指導及び

キャリア教育の理論及び方法 

  ２単位（全ての事項を含む。）            

○教科及び教科の指導法に関する科目 

・各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） 

２単位（受けようとする免許教科ごとに修得） 

 

○道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指

導、教育相談等に関する科目 

・道徳の理論及び指導法 １単位 

・生徒指導の理論及び方法、教育相談（カウンセリ

ングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方

法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 

  ２単位（全ての事項を含む。） 

 

 

○大学が独自に設定する科目 

  ４単位 

 ※ 基本的には選択履修ですが、下記の教科の免 

  許状を取得する場合については、必ず修得しな 

  ければならない教科に関する専門的事項が定め 

  られています。） 

 

国語 

 書道（書写を中心とする。） １単位以上 

社会 

（ア）地理歴史所有者 

 「法律学、政治学」、「社会学、経済学」、「哲学、  

 倫理学、宗教学」について、それぞれ１単位以上 

（イ）公民所有者 

 日本史・外国史、地理学（地誌を含む。）につい 

 て、それぞれ１単位以上 

理科 

 物理学実験（コンピュータ活用を含む。） 

 化学実験（コンピュータ活用を含む。） 

 生物学実験（コンピュータ活用を含む。） 

 地学実験（コンピュータ活用を含む。） 

 のうち３以上の科目について、それぞれ１単位以上 

美術 

 工芸 １単位以上 

技術 

 木材加工（製図及び実習を含む。）、金属加工（製 

 図及び実習を含む。）、栽培（実習を含む。）につい 

 て、それぞれ１単位以上                 

 

※ 高等学校教諭普通免許状を有する者が中学校 

 教諭２種免許状の授与を受けようとする場合の 

 教科については、教育職員免許法施行規則第１８ 

 条の３第２項に定められています。 

 

［参考］ 

 教育職員免許法施行規則第１８条の３第２項の表 

有している高等学校教諭普

通免許状の教科の種類 

受けようとする中学校教諭

２種免許状の教科の種類 

国語 国語 

地理歴史又は公民 社会 

数学 数学 

理科 理科 

音楽 音楽 

美術 美術 

保健体育 保健体育 

保健 保健 

工業又は情報 技術 

家庭 家庭 

外国語 
（英語その他外国語ごとに

応ずる） 

外国語 
（英語その他外国語ごとに

応ずる） 

宗教 宗教 
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（４）高等学校教諭１種免許状を取得する場合の単位修得方法 

所有免許状 中学校教諭普通免許状（２種免許状を除く。） 

在職年数 ３年 

総単位数 １２ 

修 
 

得 
 

科 
 

目 
 

の 
 

内 
 

訳 

教
科
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目 

○教科及び教科の指導法に関する科目 

・各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） 

  ２単位（受けようとする免許教科ごとに修得） 

 

○道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 

・生徒指導の理論及び方法、教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）

の理論及び方法、進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 

  ２単位（全ての事項を含む。） 

 

○大学が独自に設定する科目 

  ８単位 

 ※ 基本的には選択履修ですが、下記の教科の免許状を取得する場合については、必ず 

  修得しなければならない教科に関する専門的事項が定められています。） 

 

地理歴史 

 「１８ 教科に関する専門的事項の修得内容」に掲げる地理歴史の教科に関する専門的事

項のうち、１以上の科目について１単位以上 

公民 

 「１８ 教科に関する専門的事項の修得内容」に掲げる公民の教科に関する専門的事項の

うち、１以上の科目について１単位以上 

情報 

 「１８ 教科に関する専門的事項の修得内容」に掲げる情報の教科に関する専門的事項（情

報社会・情報倫理及びコンピュータ・情報処理（実習を含む。）を除く。）について、それぞ

れ１単位以上 

工業 

 工業の関係科目、職業指導について、それぞれ２単位以上 

家庭 

 住居学（製図を含む。）、保育学（実習及び家庭看護を含む。）、家庭電気・家庭機械・情報 

 処理について、それぞれ１単位以上 

 

                 ［参考］教育職員免許法施行規則第１８条の３第１項の表 

※ 中学校教諭普通免許状（２

種免許状を除く。）を有する者が

高等学校教諭普通免許状の授与

を受けようとする場合の教科に

ついては、教育職員免許法施行

規則第１８条の３第１項に定め

られています。 

 

有している中学校教諭普通免許

状（２種免許状を除く。）の教科

の種類 

受けようとする高等学校教諭

１種免許状の教科の種類 

国語 国語 

社会 地理歴史又は公民 

数学 数学 

理科 理科 

音楽 音楽 

美術 美術 

保健体育 保健体育 

保健 保健 

技術 工業又は情報 

家庭 家庭 

外国語 
（英語その他外国語ごとに応ずる） 

外国語 
（英語その他外国語ごとに応ずる） 

宗教 宗教 
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（５）単位の軽減について（施行規則第１８条の２表備考第４号） 

 免許法別表第８の第３欄に定める最低在職年数に加え、次の表の左欄に掲げる受けようとする免許状

の種類に応じ、平成２８年４月１日以降にそれぞれ同表の右欄に掲げる学校の教員として良好な成績で

勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する在職年数があるときは、必要修得単位の軽減を受けること

ができます。 

 

対象免許と経験学校種 
受けようとする免許状の種類 学校 

小学校教諭２種免許状 

イ 小学校 

ロ 学校教育法施行規則第七十九条の九第一項の規定により小学校 

  における教育と一貫した教育を施す中学校 

ハ 義務教育学校 

ニ 特別支援学校の小学部 

中学校教諭２種免許状 

イ 学校教育法施行規則第七十九条の九第一項の規定により中学校 

  における教育と一貫した教育を施す小学校 

ロ 中学校 

ハ 義務教育学校 

ニ 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第七十一条の規定に 

  より中学校における教育と一貫した教育を施す高等学校 

ホ 中等教育学校 

ヘ 特別支援学校の中学部 

高等学校教諭１種免許状 

イ 学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一 

  貫した教育を施す中学校 

ロ 高等学校 

ハ 中等教育学校 

ニ 特別支援学校の高等部 

幼稚園教諭２種免許状 

イ 幼稚園 

ロ 特別支援学校の幼稚部 

ハ 幼保連携型認定こども園 

 

軽減適用後の修得単位数 
受けようとする免許状 小２種 中２種 高１種 幼２種 

有することを必要とする普通免許状 中学校 幼稚園 小学校 高等学校 中学校(※ア) 小学校 

受けようとする免許状に関する必要勤務年数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 0 1 

最

低

修

得

単

位 

数 

教科及び教科の指導法に関する科目（教科

に関する専門的事項に係る部分に限る。） 
      10 7 5 5         

領域及び保育内容の指導法に関する科目

（保育内容の指導法（情報機器及び教材の

活用を含む。）に係る部分に限る。） 

                6 3 

教科及び教科の指導法に関する科目（各教

科の指導法（情報機器及び教材の活用を含

む。）に係る部分に限る。） 

10 7 5 10 7 5 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1   

道徳、総合的

な学習の時

間等の指導

法及び生徒

指導、教育相

談等に関す

る科目 

道徳の理論及び指導法    1 1 1     1 1 1      

生徒指導の理論及び方法 

2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 

 

 

教育相談（カウンセリング

に関する基礎的な知識を

含む。）の理論及び方法 

進路指導及びキャリア教

育の理論及び方法 

大学が独自に設定する科目           4 3 2 8 6 4   

合計単位数 12 9 6 13 10 7 14 11 8 7 9 6 5 12 9 6 6 3 

・特に指定の無い場合、単位の修得方法は（３）及び（４）の表にならう。 

※ア ２種免許状を除く。 

※イ ７単位の場合は４教科以上、５単位の場合は３教科以上から選択すること。 

※ウ （３）及び（４）の表で示されている科目は修得が必要（ただし、軽減後の単位数と同じ科目数までで良い。） 

 


